
保団連九州ブロック保険医協会医科会員の皆様へ 

 

「歯科医師法及び歯科医業に関する意識調査」へのご協力のお願い 
 

2018 年 4月 1 日 

福岡県歯科保険医協会 

                         歯科医師法の勉強会 

 

先生方におかれましては、日々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、歯科における学術及び医療技術は、医科と同様に日進月歩の一途をたどっており、患者の歯

科医師に対する要求も高度のものとなっています。しかしながら、歯科医業の法的整備に関しては、

明治３７年公布の歯科医師法のままであり、現状にはそぐわないものです。 

そこで、福岡県歯科保険医協会では、歯科医師法を現状に合うよう一部改正する必要があると考

え、「歯科医師法の勉強会」を組織し、これまで１０余年にわたり協議検討してまいりました。改正

に当たっては医師法にも関係することから医師の皆様のご理解とご協力が不可欠です。 

今回、医師の皆様方に歯科医業がどれくらいご理解されているのか、また改正にご協力が得られ

るのか、このアンケート調査をもって理解把握の参考にさせて頂く所存でございます。 

ご多忙の折、大変恐縮ですが、趣旨ご理解の上、以下のアンケートへのご協力をお願い致します。 

 

○アンケートについて 

・保団連九州ブロック各協会の医科会員の 10％を無作為に抽出した結果、先生を調査協力者の

一人とさせていただきました。氏名はご記入いただかなくて結構です。 

・先生からのご回答はアンケート集約以外の目的では使用いたしません。 

・お問合せは、福岡県歯科保険医協会事務局・城間
し ろ ま

、七里
し ち り

（092-473-5646）までお願いします。 

 

○アンケートの目的 

１、歯科医師法に関しての見解について調査すること（特に 17 条）。 

２、保団連は医科歯科一体の運動体として医療改善運動を共同で行っていますが、 

一体運動についてのお考えを調査すること。 

 

※該当する□に☑をお入れください。 

問 01．先生のご年齢をお教えください。 

□①20 歳代    □②30 歳代   □③40歳代   □④50 歳代   □⑤60 歳代    

□⑥70 歳代    □⑦80 歳代以上 

 

問 02．先生の主な診療科目をお教えください（主な診療科を一つご回答ください）。 

□①内科   □②精神・神経科  □③小児科   □④外科  □⑤整形外科 

□⑥皮膚科  □⑦泌尿器科    □⑧産婦人科  □⑨眼科  □⑩耳鼻咽喉科 

□⑪その他（                                ） 

 

問 03．先生は日常診療の中で、歯科（口腔外科含む）と、診療情報提供書を交わして診療すること

がありますか。（歯科との診療連携を行っていますか。） 

 □①週に数回ある  □②月に数回ある  □③年に数回ある  □④全くない 

 

問 04．「歯科医業」についてどのようにイメージされますか。（複数回答可） 

□①虫歯、入れ歯、歯科矯正、歯周病の治療 

□②虫歯や歯周病が原因の抜歯、外傷による歯の破折や粘膜損傷などの口腔外科処置 

□③顎、顔面などの疾病や外傷の処置と処方箋発行 

□④顎・顔面領域の腫瘍摘出手術、化学療法・放射線療法 

 □⑤顎骨骨折整復術、小児や障害者の虫歯処置のための全身麻酔 

 □⑥誤嚥性肺炎を防ぐための摂食嚥下リハビリテーション等 

２枚目もございます→ 



問 05．先生は日常的に、口腔内に関心をもって診療していますか。 

 □①関心をもって診療している □②どちらともいえない □③関心がない 

 

問 06．先生は医師になって以降下記のような歯科治療を受けられたことがありますか。 

□①虫歯の治療  □②抜歯などの口腔外科処置             （複数回答可） 

 □③入れ歯などの処置     □④歯科矯正   □⑤全身麻酔下での口腔外科処置   

□⑥顎・顔面領域の腫瘍摘出手術、化学療法・放射線療法など 

□⑦その他（                     ） □⑧全くない 

 

問 07．下記の法律をご存知ですか。 

１）医師法第 17条「医師でなければ、医業をなしてはならない」 

２）歯科医師法第 17 条「歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない」 

□①両方とも知っている □②医師法 17条のみ知っている □③両者とも知らない 

 

問 08．厚労省は、「歯科医業のうち、抜歯、齲蝕の治療（充填の技術に属する行為を除く）、歯肉

疾患の治療、歯髄炎の治療等は医業でもある」と通知しており、これらの行為は医師でも行う

ことができますが、ご存知ですか。 

 □①知っている      □②聞いたことがある    □③知らない 

 

問 09．歯科医師は、日常的に人体に侵襲を加える口腔外科はもちろん、レントゲン撮影、処方箋発

行などの医業をなしていますが医師法違反の医行為だと思われますか。 

 □①思う □②思わない □③わからない □④その他（           ） 

 

問 10．歯科医師は日常的に医業の一部を行っていますが、医師法第 17条を厳格に適用すると、歯

科医師は医業をなしてはならないということになります。これについてどう思われますか。 

 □①医師法第 17 条がある限り、歯科医師はいかなる医業もなしてはならない。 

□②厚労省が許可を通知しているのなら医師法の規定によらず歯科医師も医業をなしてもよい。 

 □③歯科医療を遂行するために必要な医業なら歯科医師もなしてもよい。 

□④その他のご意見： 

 

問 11．歯科医療の現状に合うように、「歯科医師は『歯科医療に関連する医業』をなしても良い」

と法を変えても良いと思われますか。 

 □①そのように思う   □②そうは思わない   □③わからない 

□④その他のご意見： 

  

問 12．歯科医師法を変えるためには医科歯科一体で運動を進めた方が良いと考えますか。 

 □①医科歯科一体で運動すべき □②どちらとも言えない □③歯科医師だけで運動すべき  

 ご意見など： 

 

 

問 13．歯科医業、歯科医師法に対して改善を求めたい部分や、このアンケートについてのご感想

等、自由にご意見をお書きください。 

 

 

 

 

 

 

以上、ご協力ありがとうございました。4月 30日までに下記へＦＡＸ下さいませ。 

返信先ＦＡＸ ０９２－４７３－７１８２ 


